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はじめに 

１．１．計画策定の背景と目的 

大規模災害時においては、既存道路が倒壊した家屋のがれきや放置された車両、落橋

や橋梁の段差の発生等により通行不能となり、人命救助、救援・救出活動に大きな支障

となることが危惧されている。その際、『道路啓開』という考えに基づき、早急に最低限

のがれき処理を行い、緊急車両等の通行を確保することが有効である。特に平成 23 年

3 月 11 日に発生した東日本大震災では、津波により流出した家屋、倒壊した建物等の

がれきや放置車両が道路を塞いだため、道路ネットワーク機能が途絶する中で、被災者

の迅速な救命・救援活動が求められた。震災直後から速やかに展開された｢くしの歯」作

戦による道路啓開により、人命救助や緊急物資の輸送、復旧・復興に大きく貢献した。 

また、『道路啓開』については、令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震を契機に

道路法の改正が行われ、令和７年４月に公布された道路法等の一部を改正する法律（令

和７年法律第 22 号）において道路啓開計画を策定することが義務付けられている。 

 

一方、災害の発生については、近年も熊本地震（平成 28 年）、北海道胆振東部地震（平

成 30 年）、能登半島地震（令和 6 年）等の大規模な地震により大きな被害が発生してい

る。また、豪雨に伴う河川の氾濫や土石流、地滑り、がけ崩れ等の土砂災害による道路

の被害も増加しており、本県でも、「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」や「令和元年佐賀豪

雨」、「令和５年梅雨前線豪雨」による被害が記憶に新しい。 

国土交通省九州地方整備局より『九州地域の活断層の長期評価』が公表された（平成

25 年 2 月）ことを受け、本県においても専門家を交えた佐賀県地震被害等予測調査検

討委員会を設置するとともに、２箇年にわたって地震シミュレーションを実施し、地震

動の予測及び予測された地震動に伴う被害想定の調査結果をとりまとめた。 

調査の結果、県内及び周辺地域に主要な活断層が 14 断層分布しており、そのうち本

県への影響度が大きい断層（帯）として、主に【佐賀平野北縁断層帯】【日向峠～小笠木

峠断層帯】【城山南断層】【西葉断層】【楠久断層】の５つが想定されている。 

 

『佐賀県道路啓開計画』（以下「本計画」という）は、県内で地震の発生により広範囲

に被害を受けた際、人命救助・救護活動を迅速に実施するための初動対応となる道路啓

開を効率的に実施するために策定する。 

なお、実際の地震発生等により被災状況等変化することから、本計画を基本に臨機応

変な対応を行う必要がある。   
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１．２．計画の位置づけ 

本計画は、『佐賀県地域防災計画』を上位計画とし、『南海トラフ地震における具体

的な応急対策活動に関する計画』、『九州道路啓開計画（第 2 版）「九州東進作戦」』、

『道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】』及び『佐賀県緊急輸送道路ネットワーク

計画』等の既存の関連調査・計画を踏まえたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-1 本計画の位置づけ 

   

『佐賀県地域防災計画』 
（令和 7 年 3 月修正） 

佐賀県津波防災対策調査 
（平成 27 年 3 月、平成 28 年 3 月） 

九州道路啓開計画（第 2 版） 
「九州東進作戦」 

（九州地方整備局 令和 6 年 12 月） 

九州各県の道路啓開計画 
福岡県道路啓開計画（第２版） 

（令和７年３月） 
長崎県道路啓開計画（更新版） 

（平成 31 年 3 月）

南海トラフ地震における 
具体的な応急対策活動に関する計画 

（内閣府中央防災会議幹事会 
令和 5 年 5 月） 

 

『 佐賀県道路啓開計画 』 

 

踏まえ 

関連計画 等 

佐賀県地震被害等予測調査 
（平成 26 年 3 月、平成 27 年 3 月） 

佐賀県地震・津波減災対策調査 
（平成 28 年 3 月） 

道路啓開計画ガイドライン 
【地震・津波編】 

（国土交通省 道路局  
令和７年７月） 

『佐賀県緊急輸送道路ネットワーク計画』 
（平成２８年９月修正） 

結果を考慮

他計画の考え方 
を考慮 

関係機関の災害対応計画等

佐賀県災害時緊急対応業務 
実施マニュアル【Ver.1.２】 

（令和３年９月） 
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対象となる災害の種類 

２．１．佐賀県における想定災害 

想定する災害については地震災害とする。過年度に調査した「佐賀県地震被害等予測調

査」において、佐賀県内に影響を及ぼすと想定される活断層が１４断層分布している。こ

のうち、「佐賀県地域防災計画」において地震による被害想定の対象としている佐賀県内

の各地域に影響が大きい５断層を本計画の対象地震とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書概要版』 

図 ２-1 佐賀県内及び周辺地域の主要な活断層分布（14 断層）   
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表 ２-1 想定されている地震の規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書概要版』  

①  

②  

③  

④ 

⑤ 
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出典：『佐賀県地域防災計画』 

図 ２-2 強震動予測図 

震度 揺れの状況（概要）

７

自分の意思で行動できない
ほとんどの家具が移勤し、飛ぶものもある
耐震性の高い住宅でも傾いたり、大きく損

壊することがある

６
強

はわないと動くことができない
固定していないと、家具のほとんどが

動・転倒する
耐震性の高い住宅でも、壁や柱が損壊す

るものがかなりある

６
弱

立っていることが困難になる
壁のタイルや窓ガラスが、破損・落下する
耐震性の低い住宅では、倒壊するものが

ある

５
強

多くの人が行動に支障を感じる
自動車の運転が困難になる
タンスなどの重い家具や自動販売機が

倒れることがある

５
弱

棚にある食器類、書棚の本が落ちることが
ある
窓ガラスが割れることがある
電柱が揺れているのがわかる

４

かなりの恐怖感がある
電線が大きく揺れ、歩いている人も揺れ

を感じる
つり下げてある物は大きく揺れ、棚にある

食器類は音を立てることがある

３
屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる
棚にある食器類が音を立てることがある
電線が少し揺れる

各断層（帯）による地震動の分布は、以下に示すとおり。 
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各断層（帯）による地震の液状化危険度は、以下に示すとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：『佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書概要版』 

図 ２-3 液状化危険度 

唐津エリア 

伊万里エリア 
杵藤エリア 

東部エリア 

佐賀エリア 

①【城山南断層】による地震動 

②【楠久断層】による地震動 
③【西葉断層】による地震動 

④【佐賀平野北縁断層帯】による地震動 

⑤【日向峠～小笠木峠断層帯】による地震動 

液状化危険度

■ 極めて高い
■ 高い
■ 低い
■ かなり低い
□ なし
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２．２．地震災害想定 

各断層（帯）による地震被害想定の結果は、以下に示すとおり。 

表 ２-2 地震被害想定結果（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『佐賀県地域防災計画』 

①唐津エリア ②伊万里エリア ③杵藤エリア 
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表 ２-3 地震被害想定結果（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『佐賀県地域防災計画』   

④佐賀エリア ⑤東部エリア 
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道路啓開の目標 

 

３．１．道路啓開の定義 

道路啓開は、災害による道路損傷、災害廃棄物等の瓦礫、放置車両などで塞がれた道路

を緊急車両が通行できるよう、最低１車線（４．０ｍ）を確保するように早急に必要最低

限の瓦礫処理や段差修正などを実施することである。 

 

※『啓開』＝切り開くこと 

 

 

 

 

 

図 ３-1 災害発生～復興の流れにおける道路啓開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『直轄国道の道路啓開と応急復旧作業について』国土交通省東北地方整備局 

図 ３-2 東日本大震災 道路啓開前後の様子（国道45号 岩手県釜石市平田地区）   

道路啓開前 道路啓開後 

災
害
発
生 

道
路
啓
開 

応
急
復
旧 

本 

復 

旧 

復 
 

興 



10 

３．２．道路啓開の基本方針 

本計画における道路啓開作業の基本方針を、以下のように定義する。 

 

■がれきや放置車両等の処理、路面の段差修正などにより、救命・救援ルートを開ける。 

■押し退けや段差修正などにより、緊急自動車が走行できる最低１車線（４．０ｍ）を確

保する。 

 

啓開作業は、図 ３-3 に示すように、重機を投入し、がれきや倒壊した電柱の除去、

放置車両や立ち往生車両等の移動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-3 発災直後・道路啓開実施後の道路状況イメージ 
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３．３．啓開目標時間と啓開ルート 

（１）啓開目標時間 

啓開目標時間は人命救助の「72 時間の壁」を意識して設定する。 

 

（２）段階的な啓開ルートの設定 

道路啓開ルートは広域支援ルートから被災地内進出ルートまで段階に応じた設定

を行い、各目標時間に応じて啓開作業を実施する。 

 

 

図 ３-4 道路啓開ステップと目標時間 

 

 

図 ３-5 道路啓開ステップと目標時間の相関 
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３．４．使用拠点の選定 

道路啓開作業時に拠点として利用する施設は本県の地域防災計画や緊急輸送道路

ネットワーク計画等で選定されている施設を選定する。 

 

 

図 ３-6 道路啓開ルートと使用拠点の概念図 

 

 

図 ３-7 防災拠点の選定方針 
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優先路線・区間の設定 

道路啓開において、早期に救援・救護ルートを確保するために、予め啓開する路線を定

め、災害発生時に速やかに対象路線を啓開する準備を整えるため、啓開ルートを設定する。 

本章では、発災後、計画した道路啓開の目標に対応するように、啓開を行う拠点を抽出

し、啓開ルートの優先順位を設定する。 

ルート選定を行うにあたり、『佐賀県緊急輸送道路ネットワーク計画』、及び『九州道路

啓開計画（第 2 版）「九州東進作戦」』等で選定されている「緊急輸送ルート」を優先する。

その上で、本県で既に定めている防災拠点を基本としつつ、佐賀県道路啓開協議会等で関

係機関の意見を聴取したうえで、拠点啓開優先度、道路条件、災害リスク等に応じた啓開

ルートを整理した。 

唐津エリアにおいては、原子力との複合災害を考慮し、原子力災害の避難計画に位置付

けられた避難ルート（PAZ 圏内からの避難ルート）についても 1 次啓開ルートに設定す

る。また、UPZ 圏内からの避難ルートについては、原子力災害の状況を確認しながら啓開

ルートの選定を行う。 

 

本計画では対象となる 5 断層（帯）地震に対し、管理エリア毎にステップ毎の啓開ルー

トと使用拠点を設定している。 

具体のルートと拠点は以降の図、表に示す。 
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４．１．唐津エリア（城山南断層） 

（１）啓開ルート・拠点マップ  

１）【地震災害発生時】 
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２）【複合災害発生時】 

 

※PAZ からの避難ルートは STEP1 に含まれる。
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（２）拠点リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



17 

（３）路線リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀国道事務所 
佐賀県道路公社 
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４．２．伊万里エリア（楠久断層） 

（１）啓開ルート・拠点マップ 
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（２）拠点リスト 
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（３）路線リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

佐賀国道事務所 
佐賀県道路公社 
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４．３．杵藤エリア（西葉断層） 

（１）啓開ルート・拠点マップ 
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（２）拠点リスト 
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（３）路線リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

佐賀国道事務所 
佐賀県道路公社 
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４．４．佐賀エリア（佐賀平野北縁断層帯） 

（１）啓開ルート・拠点マップ 
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（２）拠点リスト 
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（３）路線リスト 

 

 

   

佐賀国道事務所・佐賀県道路公社 
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４．５．東部エリア（日向峠～小笠木峠断層帯） 

（１）啓開ルート・拠点マップ 
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（２）拠点リスト 
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（３）路線リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
佐賀国道事務所 
佐賀県道路公社 
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道路啓開の方法 

５．１．道路啓開手順 

道路啓開の手順（災害対応の流れ）は、以下に示す４つの段階において、道路管理者を

中心として関係機関と連携したうえで活動を行うこととする。 

なお、活動において津波や余震、後発地震に関わる情報を収集しながら対応する。 

 

 

図 ５-1 道路啓開の手順（災害対応の流れ）   
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５．２．実施内容 

（１）初動体制の確立 

１）活動項目 

発災後の初動体制の確立に向け、以下の５つを活動項目とする。 

①災害対策本部設置 

②参集 

③地震・津波情報の収集 

④通信手段の確保 

なお、災害対策本部の設置基準は、『佐賀県地域防災計画』や『佐賀県災害時緊急対応

業務実施マニュアル（佐賀県版災害時 BCP）【Ver.1.２】』で、以下に示すように、〔自動

設置〕と〔判断設置〕の２通りを定める。 

 

表 ５-1 佐賀県災害対策本部設置基準 

佐賀県災害対策本部設置基準 

〔自動設置〕 
■県内で震度６弱以上の地震が発生した場合 

■県内沿岸に大津波警報が発表された場合 

〔判断設置〕 

■県内に、風水害による甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合 

■県内で震度５強以下の地震が発生し、これにより甚大な被害が生じた場合 

■津波により甚大な被害が生じた場合 
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２）活動手順 

活動手順は以下のとおり。 

①災害対策本部設置 

■災害対策本部 

 本庁舎新館『佐賀県危機管理センター』に置く。 

 『佐賀県危機管理センター』が使用できない場合は、適当な現地機関を選定する。 

■現地災害対策本部 

 必要に応じ、現地災害対策本部を設置する。 

②参集 

■災害対策本部、現地災害対策本部（現地機関） 

 身の安全を確保しつつ、災害対策本部、現地災害対策本部（現地機関）に参集する。 

 登庁可能者確認システムや予め各所属で定めた方法により、所属職員の安否を確認

する。 

③地震・津波情報の収集 

■災害対策本部、現地災害対策本部（現地機関） 

 気象庁、佐賀地方気象台等から収集した情報を踏まえ、地震・津波の発生や警報等の

発令状況を把握する。 

④通信手段の確保 

■災害対策本部、現地災害対策本部（現地機関） 

 通信手段を確保する。 

表 ５-2 通信手段 

通 信 手 段 

県防災行政無線（電子メール、電話、FAX、映像及び防災情報等データ） 

中央防災無線電話 

防災相互通信用無線電話 

優先利用ができる一般加入電話（災害時優先電話） 

移動体通信（衛星携帯電話、携帯電話等） 

非常通信 

県警通信設備の優先利用 

放送機関の利用 

インターネットの利用 

その他（アマチュア無線、赤十字無線奉仕団） 
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３）実施体制 

初動体制確立時の関係機関を含めた実施体制は以下のとおり。 

 

 

 

図 ５-2 初動体制確立時の体制図 
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（２）被災状況の把握 

１）活動項目 

各道路管理者において緊急調査（道路パトロール、防災ヘリ等）を行い、被災情報を共

有し、被災状況の全体像を速やかに把握。 

あわせて、道路啓開に向けた検討を速やかに着手できる体制を整える。 

ただし、大津波警報又は津波警報発令時は、浸水想定区間外での調査を基本とする。 

被災状況の把握に向け、以下の２つを活動項目とする。 

①緊急調査（パトロール、防災ヘリ等）等による被災状況確認 

②情報の共有 

２）活動手順 

活動手順は以下のとおり。 

①緊急調査（パトロール、防災ヘリ等）等による被災状況確認 

■関係機関 

 各防災関係機関で、可能な限りの手段を講じて、災害情報を収集・整理。 

 特に、地震被害の規模を早期に把握するために必要な緊急災害情報については、迅

速に行うように努める。 

画像伝送システム及び県防災ヘリコプターによる緊急災害情報の収集 

参集途上職員による緊急災害情報の収集 

※デジタルカメラやカメラ付携帯電話等を活用。 

その他機関からの情報の活用、職員の派遣等による情報の収集 

※必要に応じ、報道機関や県民等から得られる情報を活用。 

■災害対策本部 

 関係機関が収集・整理した調査結果や災害情報を集約するとともに、相互に提供。   
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②情報の共有 

国、県、市町その他の防災関係機関は、災害事態についての認識を一致させ、迅速な意

思決定を行うために連携し、 

■関係機関相互で連絡する手段や体制を確保し、緊密に連絡を取る 

■関係機関で連絡調整のために職員を相互派遣する 

■災害対策本部長の求めに応じて、情報提供、意見表明する 

等により、情報共有を図るよう努める。 

 

３）実施体制 

被災状況把握時の関係機関を含めた実施体制は以下のとおり。 

 

図 ５-3 被災状況把握時の体制図   
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（３）道路啓開の実施方針決定 

１）活動項目 

緊急調査等により収集した本県内の被災状況に応じて、道路啓開の実施が必要なルー

ト、地域を選定し、本計画で定める佐賀県啓開ルートをもとに、道路啓開実施方針（啓

開対象ルートとその優先順位）を設定。 

設定した道路啓開実施方針を踏まえ、災害対策基本法第 76 条の６（災害時における

車両の移動等）に基づく指定道路区間の指定と、道路法第 46 条（通行の禁止又は制限）

に基づく通行規制を実施。また、警察機関においては、緊急交通路の指定を行う。 

啓開の体制及び必要な資機材の確保に関しては、事前に検討した業者の割当に基づき

実施し、迅速かつ効率的な作業完了に向けて、必要に応じて業者間・道路管理者間の相

互支援を行う。 

道路啓開の実施方針決定に向け、以下の４つを活動項目とする。 

①啓開ルートの選定 

②緊急交通路指定・通行規制 

③業者・資機材の割当方法の決定 

④国等への応援要請 

２）活動手順 

活動手順は以下のとおり。 

①啓開ルートの選定 

■災害対策本部 

 緊急調査等により収集した本県内の被災状況に関する情報をもとに、各地区の現地

災害対策本部に対して啓開ルートの選定を指示。 

 各地区で選定された啓開ルートに対して協議を行い、啓開ルートを確定。 

 なお、他の道路管理者（国、高速道路、市町）の啓開ルートについて情報共有を行い、

県の啓開ルート確定の参考とする。 

 道路区間の指定に関して、現地災害対策本部と協議を行う。 

 災害対策基本法第 76 条の４に基づき、県公安委員会から区間指定の要請があった

場合には、それに応じる。 

■現地災害対策本部（現地機関） 

 緊急調査等により収集した道路施設の被害状況や通行可否情報（通行不可の場合に

おける迂回ルート情報を含む）を確認し、本計画で定める啓開ルートの他、迂回ルー

トの利用も視野に入れ迅速な道路啓開を行うことができるルートを選定。 

 選定したルートに対し、市町や消防機関、警察機関と協議の上、がれきや放置車両等

により緊急通行車両の通行が阻害されることが想定される区間等を道路啓開ルート

として選定。 

 災害対策本部と協議の上、道路啓開ルートを確定する。また、災害対策基本法第 76

条の６に基づき、指定道路区間を指定（指定要請の協議は、緊急を要する場合には電

話連絡可とする）。 

 大規模災害によって広域的な被害が発生した場合には、災害対策本部との協議がな

くても、現地災害対策本部の判断で道路区間を指定することができるものとする。 
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図 ５-4 緊急調査実施イメージ   
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②緊急交通路指定・通行規制 

■災害対策本部 

 緊急交通路の指定を行う警察機関との間で、各地区の啓開ルートについての情報を

共有。 

 現地災害対策本部からの報告を受け、各地区における通行規制の実施状況を把握。 

■現地災害対策本部（現地機関） 

 道路法第 46 条に基づき、道路利用者の安全確保や道路啓開作業に伴い、通行規制

が必要であると判断した場合は、警察機関（所轄警察署）と協力の上、通行規制を実

施。 

③業者・資機材の割当方針の決定 

■災害対策本部 

 道路啓開体制の確保状況及び資機材の確保状況について、現地災害対策本部から報

告を受ける。 

■現地災害対策本部（現地機関） 

 道路啓開にあたる人員及び道路啓開に用いる資機材の確保状況について、災害協定

業者（佐賀県建設業協会（道路啓開実施業者））から報告を受ける。 

 人員と資機材の確保状況と道路啓開の必要範囲を踏まえ、業者の割当方針を災害協

定業者（佐賀県建設業協会（道路啓開実施業者））と調整する。なお、その際に土木

事務所単位で事前に設定した、業者及び資機材の割当を考慮する。   
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  
４）実施体制 

道路啓開実施方針決定時の関係機関を含めた実施体制は以下のとおり。 

 

 

 

図 ５-5 道路啓開実施方針決定時の体制図 
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（４）道路啓開の実施 

１）活動項目 

道路管理者から道路啓開の開始要請を行い、災害協定業者（佐賀県建設業協会（道路

啓開実施業者）等）が中心となって道路啓開作業を開始。 

ただし、大津波警報又は津波警報発令時は、浸水想定区間外での作業を基本とする。 

障害物の除去に際しては、道路法第 42 条の適用による除去（通常の道路の維持管理）

と災害対策基本法第 76 条の６の適用による除去（災害時における車両の移動等（緊急

通行車両の通行の妨害となっている車両及びその他の物件の移動））の両者で対応する。 

ただし、災害対策基本法第 76 条の６に基づく道路啓開に関しては、予め指定した指

定道路区間内での啓開実施。 

道路啓開の実施に向け、以下の３つを活動項目とする。 

①道路啓開の実施（がれき、放置車両、電柱 等） 

②道路啓開実施業者用燃料の供給要請 

③国等からの応援人員の受入 

 

２）活動手順 

活動手順は以下のとおり。 

①道路啓開の実施（がれき、放置車両、電柱 等） 

■災害対策本部 

 道路啓開の方針決定及び道路啓開作業の体制確保の後、現地災害対策本部に対して

道路啓開作業の開始を指示。 

 現地災害対策本部からの道路啓開作業進捗報告を受け、他の道路管理者（国、高速道

路会社、市町）と情報を共有しながら、道路啓開の遅延箇所や啓開困難な箇所を把

握。 

■現地災害対策本部（現地機関） 

 災害対策本部からの道路啓開作業の開始指示を受け、災害協定業者（佐賀県建設業

協会（道路啓開実施業者））に対して、道路啓開作業実施の指示を行う。 

 ただし、大津波警報又は津波警報発令時には、浸水想定区間外の被災箇所での作業

に限定。 

 道路啓開の進捗状況（道路啓開完了路線及び区間、確保車線数）について、定期的に

災害協定業者（佐賀県建設業協会（道路啓開実施業者））からの報告を受け、災害対

策本部に報告。   
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②道路啓開実施業者用燃料の供給要請 

■現地災害対策本部（現地機関） 

 災害協定業者（佐賀県建設業協会（道路啓開実施業者））の燃料が不足した場合は、

災害協定業者（佐賀県石油商業組合）との間に締結された『災害時における被災者支

援及び石油類燃料の供給等に関する協定』に基づき、燃料の輸送や供給拠点までの

案内及び燃料供給等の支援を災害協定業者（佐賀県石油商業組合）に要請する。 

 また、要請結果等を災害協定業者（佐賀県建設業協会（道路啓開実施業者）に報告す

る。 

※ 燃料の優先供給を必要とする車両がある場合は、佐賀県公安委員会に対して緊

急通行車両確認標章の交付を申請する（車両番号、用途、使用車等）。ただし、事

前申請しておくことで、災害発生後の手続時間を省略できる。 

 

 

 

３）実施体制 

道路啓開実施段階の関係機関を含めた実施体制は以下のとおり。 

 

 

 

図 ５-6 道路啓開実施段階の体制図 
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５．３．タイムライン 

道路啓開作業を円滑に実施するため、関係機関も含めた発災直後からの行動計画（タイムライン）を示す。 

 

図 ５-7 道路啓開実施タイムライン 
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資機材の備蓄・調達 

６．１．被災量の算定 

道路啓開において、初動体制を如何に迅速かつ確実に確保できるかが、円滑な道路啓

開活動はもとより、後の消火活動や救命・救援活動等に大きく影響することとなる。 

従って、発災後迅速に道路啓開活動を開始し、円滑に実施できるように、必要な人員

体制・資機材の確保や手続き等の事前準備を予め行っておく必要がある。 

 

（１）被害想定項目 

必要となる資機材等を把握するため、対象事象毎の被災量を算定します。試算する被

災項目については、関係機関を含めた協議会で以下の様に決定。 

なお、項目及び被災量についてガイドラインなどにより変更があった場合は、随時協

議会に諮り見直す。 

 

 

（２）被害想定量 

各エリアの被害想定量を以下に示す。 

 

表 ６-1 被害想定量算出結果 

エリア 

法面・盛土 

の崩壊 

[m3] 

橋梁部の段差  

建物の 

倒壊 

[m3] 

電柱の 

倒壊 

[m3] 

被害 

橋梁数 

[箇所] 

資 材 量 

土のう 

[袋] 

土砂 

[m3] 

敷鉄板 

[枚] 

唐津 400 19 1,653 24.7 38 26.4 2.9 

伊万里 276 15 1,305 19.5 30 8.1 1.8 

杵藤 － 24 2,088 31.2 48 80.8 1.1 

佐賀 320 140 12,180 182 280 2180.3 75.1 

東部 － 39 3,393 50.7 78 362.0 2.5   

 本計画で検討する被害想定項目は、九州地方整備局や九州各県の計画に

おける検討状況を踏まえ、法面・盛土の崩壊、橋梁部の段差、建物の倒

壊、電柱の倒壊の４項目とする。 
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６．２．道路啓開時間 

（１）啓開能率 

各被災項目及び被災量に対して、以下の啓開能率を元に道路啓開に要する時間を算定

し、目標とする 72 時間以内に啓開作業が完了するように体制を計画する。 

 

表 ６-2 道路啓開時間算定に用いる啓開能率 

班体制 
各作業項目に対する必要な部隊編成は、以下のように想定したものである。 

土木班：バックホウ 1 台とクレーン付トラック 1 台、作業員数人と想定。 

作業量 

土のう設置：100 袋当たり 8 時間/人（国土交通省土木工事積算基準） 

      橋梁 1 箇所（87 袋）当たり、87/100×8=7 時間 

      → 1.1 箇所/日 1 班 3 人として 3.3 箇所/日 

ガレキ処理：バックホウ 1 台・1 日当たりの施工量 320m3/日 

※九州道路啓開計画（第２版）令和６年１２月を参照 

 

（２）啓開作業時間 

1 班 3 人体制、バックホウ 1 台で各エリアの啓開作業時間を算出した結果を下表に示

す。啓開目標時間である 72 時間を大幅に超えている箇所は協定会社の支援体制や資機

材の備蓄などを重点的に行う。 

 

表 ６-3 道路啓開作業時間 

エリア 
法面・盛土の崩壊 

【h】 

橋梁部の段差 

【h】 

建物の倒壊 

【h】 

電柱の倒壊 

【h】 

唐津 30.1 138.2 2.0 0.3 

伊万里 20.8 109.1 0.6 0.2 

杵藤 － 174.6 6.1 0.1 

佐賀 24.1 1018.2 164.0 5.7 

東部 － 283.7 27.3 0.2 
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６．３．必要資機材の検討 

（１）資機材保有状況の確認 

各道路管理者及び災害協定締結建設業者の資機材保有状況を、予め確認する。 

主に段差解消及び二次災害防止のための安全管理に必要な資材やパトロール車等の機

材を対象とする。 

道路啓開活動に必要となる資機材については、啓開ルート別に備蓄場所を設定してお

く。 

道路啓開活動においては、がれき堆積などの被災対応に必要となる重機、オペレータ

－や作業員が、発災後直ちに自動参集できる体制を構築しておく必要があることから、

体制構築のため、道路啓開作業に従事する建設業者・レッカー組合等の民間事業者との

災害時協定の締結を図る。 

 

表 ６-4 主に確認しておく必要がある資機材 

資 材 
土のう、敷き鉄板、土砂、砕石（クラッシャーラン）、 

段差解消材等 

機 材 
パトロール車（公用車でも可）、人員輸送車両、 

建設用機械・重機（バックホウ、ユニック車、ダンプトラック）等 

 

 

（２）不足量及び調達方法 

現在の保有資機材では想定される被災量に対応できない箇所を把握し、周辺エリアか

ら支援等を検討する。 
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道路啓開訓練 

７．１．道路啓開訓練実施 

道路啓開計画の実効性を高めるためには通常時からの訓練実施が重要である。 

道路啓開訓練については本県で行っている他の防災訓練等も合わせて、関係機関と調

整を行い、定期的に開催する。 

 

表 ７-1 訓練企画（案） 
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情報収集・伝達方法 

８．１．情報連絡体制の構築 

道路啓開の実施にあたっては、迅速かつ効率的な連携を図るために、関係機関との連

携体制を構築する。 

 

（１）基本体制 

本県における道路啓開の実施体制は、以下に示すように、『災害対策本部』及び『現地

対策本部（現地機関）』を中心に、関係機関との連携体制を構築。 

 

 

 

図 ８-1 道路啓開実施時の組織体制 
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８．２．被災情報の収集及び伝達方法 

（１）情報収集の留意点 

被災情報の収集及び関連機関との共有にあたり、以下に示す事項に留意する必要があ

る。 

■各道路管理者は、発災後直ちに情報収集と情報共有の役割分担を行い、確実に

情報を収集・共有する連絡体制を確立して緊急輸送ルートの道路啓開調査を開

始し、速やかに被災状況を把握。 

■壊滅的被害が発生しているエリア等（道路啓開調査が困難な路線・区間）では、

災害対策用ヘリ等を活用し、上空から被災状況を確認。 

■把握した道路被災状況は、今後の道路啓開活動に向けた情報として一元的に集

約することが重要である（各道路管理者から定期的に九州地方整備局へ、市道

については各県により情報を集約し定期的に情報提供する）。 

■九州地方整備局が集約した九州全域の情報を含め、情報は随時、各道路管理者、

関係機関等にて共有。 

■道路管理者等の情報共有においては、予め連絡先一覧を作成し、充実化を図り

市町の連絡先窓口を把握しておく（衛星電話の連絡先は、『地域衛星通信ネット

ワーク 衛星電話番号簿 九州・沖縄版 平成 29 年度』（(一財)自治体衛星通信機

構）をもとに作成）。 

■原則として固定電話での連絡とするが、状況に応じてファクシミリ、携帯電話

や電子メールも使用。 

■電話通信が利用できない場合、防災行政無線や衛星電話を活用。   
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８．３．通行可否情報の提供 

（１）住民、道路利用者への情報提供 

１）事前広報 

地震発災時の心得やとるべき行動等について、平時からドライバーへのチラシ配布や

パネル掲示等を通じて周知徹底を図り、道路啓開への協力について理解を求めていく。 

主な内容は以下のとおり。 

発災直後の車の利用抑制（交通総量の抑制） 

車のキーをつけたままの避難（移動困難車両の削減） 

啓開ルート及び車線への進入禁止（啓開ルートからの一般車両排除）  等 

 

２）発災後の情報提供 

地震発災後においては広く国民に情報提供することが重要であることから、各道路管

理者は管理する路線について、以下の方法等によって周知を行う。 

道路情報板、日本道路交通情報センター（ラジオ等）、立て看板を活用した情報提供 

ホームページ、記者発表等のツールを活用した情報提供 

民間企業等（ITS Japan 等）が発信する情報と連携した情報提供 

 

主な周知内容は、以下のとおり。 

道路の通行可能区間（通行実績情報、迂回路情報、通行止め状況 等） 

道路啓開状況（通行可能となる見通し）   等 
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その他 

９．１．道路啓開計画の見直し 

道路啓開計画は、５年に１回の計画全体の見直しを行うことを基本とし、適宜、県内の

被災想定の見直し、地域防災計画や広域受援計画の改定、緊急輸送道路の整備進捗、今後

の災害における教訓等を踏まえ、必要な対応の充実を図る。 

本計画は５つの断層帯地震に対し、基本的な行動計画について検討しているものであり、

実際の災害時の具体的なオペレーションについては更に詳細な検討が必要であることから、

実際の災害の様相に合わせ、本計画を基本としつつも臨機応変な対応が求められる。 

従って、現在の備えだけでは十分ではないことを肝に銘じ、計画の実効性をさらに担保

していくために、今後とも関係機関との連携・協力体制を構築するとともに、道路啓開協

議会を定期的に開催し、対策の進捗やリスク、各機関の役割分担等の共有を図りつつ、継

続的に協議を行っていく。 
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９．２．複合災害の扱い 

（１）他の自然災害との複合災害について 

令和６年１月能登半島地震後の同年９月の奥能登豪雨では、多数の土砂崩落が発生し、

厳しい現場条件の下で、再度の道路啓開が必要となっている。地震・津波災害に加え、風

水害、雪害が同時若しくは後発で発生することも想定し、道路啓開の安全かつ着実な実施

に向けて備えることが重要となる。 

複合災害は様々なパターンが考えられるため、発災後は複合災害による災害リスクを関

係者で共有し、道路啓開作業にあたる。 

 

（２）原子力災害との複合災害について 

原子力立地地域である本県においては、自然災害に伴う道路啓開ルートに、原子力災害

の避難計画に位置付けられた避難ルート（緊急輸送道路以外も含む）等考慮した計画とし

ている。 

複合災害発生時の道路管理者、建設業者等による道路啓開の現地作業については、原子

力関係部局と連携し、緊急事態の区分（①警戒事態、②施設敷地緊急事態、③全面緊急事

態）や、重点区域の区分（PAZ、UPZ）に応じた対応（作業中止や退避等）について、安全

確保に十分留意し、各地域の避難計画等を踏まえ臨機応変な対応を行う。 
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【巻末資料：佐賀県道路啓開協議会規約】
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佐賀県道路啓開協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「佐賀県道路啓開協議会」（以下「協議会」という）と称する。 

 

（目的） 

第２条 

本協議会は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）22 条の３に定める道路啓開計画を

策定し、関係機関の連携・協力により大規模災害時において、道路啓開の実効性向

上を目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。 

（１）佐賀県内の対象となる災害の種類や道路啓開の目標に関すること。 

（２）優先的に道路啓開を実施する路線・区間や方法に関すること。 

（３）道路啓開に必要な資機材の備蓄又は調達に関すること。 

（４）道路啓開に関する実践的な訓練、情報収集及び伝達に関すること。 

（５）その他、前条の目的を達成するために必要な事項。 

 

（協議会） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために各行政機関、各種関係団体等をも

って組織する。 

２ 協議会には会長及び副会長を置くものとし、会長は佐賀県県土整備部長を、副

会長は国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所長をもって充てる。 

３ 協議会の構成は別表－１に掲げるもので組織する。ただし、必要に応じ会長が

指名する者の出席を求めることができる。 

４ 協議会には、実務的な検討を行うためのワーキンググループを設けることがで

きる。ワーキンググループを設置した場合は、検討結果を協議会に報告しなけ

ればならない。 

 

（事務局） 

第５条 事務局は、国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所管理第二課並びに、佐

賀県県土整備部道路課道路安全推進室に置くものとする。 

協議会の運営にあたっては、お互い協議するものとする。 

 

（その他） 

第６条 協議会は道路法第２８条の２第１項の規定に基づき設置するものであり、本

規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和７年１０月２日から施行する。   
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別表-1 佐賀県道路啓開協議会委員名簿 

 

機  関  名 所  属  名 役 職 名 備 考 

佐  賀  県 県土整備部 部 長 会 長 

国 土 交 通 省 
九州地方整備局 

佐賀国道事務所 
所 長 副会長 

〃 
九州地方整備局 

道路部 
道路情報管理官  

〃 
九州地方整備局 

有明海沿岸国道事務所 
所 長  

西日本高速道路㈱九州支社 佐賀高速道路事務所 所 長  

佐  賀  県 道路課 課 長  

〃 港湾課 課 長  

佐賀県道路公社 事務局 専務理事  

佐  賀  市 建設部 部 長  

唐  津  市 都市整備部 部 長  

伊  万  里  市 建設農林水産部 部 長  

多  久  市 都市建設課 課 長  

鹿  島  市 建設住宅課 課 長  

佐  賀  県  警 警察本部交通規制課 課 長  

佐賀広域消防局 警防課 課 長  

鳥栖・三養基地区消防本部 警防課 課 長  

唐津市消防本部 警防課 課 長  

伊万里・有田消防本部 警防課 次長兼課長  

杵藤地区消防本部 警防課 次長兼課長  

防  衛  省 九州防衛局企画部 部 長  

陸 上 自 衛 隊 西部方面混成団 第３科長  

九州電力（株） 佐賀支店総務部総務計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ グループ長  

（株）NTT ドコモ 九州支店 災害対策課長  

ソフトバンク（株） 九州ﾈｯﾄﾜｰｸ技術部技術推進課 課 長  

KDDI（株） 九州総支社九州管理部 部 長  

楽天モバイル（株） 九州ﾈｯﾄﾜｰｸ技術部技術推進課 課 長  

NTT 西日本（株） 佐賀支店 NTT ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ佐賀設備部 災害対策課長  

(一社)佐賀県建設業協会  専務理事  

(一社)日本自動車連盟 佐賀支部 隊 長  

佐  賀  県 危機管理防災課 課 長  
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事務局 

国 土 交 通 省 
九州地方整備局 

佐賀国道事務所 
管理第二課  

佐  賀  県 県土整備部 道路課道路安全推進室  
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【巻末資料：道路啓開拠点リスト】  
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■拠点リスト一覧   
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